
出席停止期間に関する基準 
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発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日経過するまで 
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【有症状】 

発症した後 5日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで 

 

【無症状】 

検体を採取した日から５日を経過するまでを基準 

 

＊「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用

せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること 

＊ 「発症した後 5日を経過」や「症状が軽快した後 1日を経過」については、発症した日

や症状が軽快した日の翌日から起算すること 

＊ 出席停止解除後、発症から 10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。 
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